
加賀片山津温泉総湯公園指定管理者の仕様書 

 

　加賀片山津温泉総湯公園(以下「総湯公園」という。)の指定管理者が行う業務の内容、その範囲

及び履行方法については、この仕様書に定めるものとする。 

 

１　基本的事項 

(1)　施設の管理運営に関する基本的な考え方 

指定管理者は、総湯公園を管理するにあたり、次に掲げる項目に沿って管理を行うこと。 

ア　総湯公園は、市民及び観光客が集う憩いの場を提供し、温泉地の賑わいを創出することを

目的としている施設であるという設置理念に基づき、管理運営を行うこと。 

イ　市民や観光客、利用者の意見・要望を管理運営に反映し、サービスの向上を図ること。 

ウ　個人情報の保護を徹底すること。 

エ　効率的かつ効果的な管理運営を行うこと。 

オ　公平な運営を行うこととし、特定の個人や団体等に有利あるいは不利となる運営をしない

こと。 

(2)　施設の概要 

ア　名　称　　 

加賀片山津温泉総湯公園 

イ　所在地　 

　   加賀市片山津温泉乙 65 番地 2 

ウ　規　模　 

別表１のとおり 

(3)　開館時間等 

ア　開館時間 

午前 6時から午後 10時までとする。ただし、指定管理者の申請により市長が必要と認める

ときは、これを変更することができる。 

イ　休館日 

年中無休とする。ただし、指定管理者の申請により、市長が必要と認めるときは、臨時に休

業することができる。 

(4)　組織及び人員配置 

ア　管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法等の

労働関係法令を遵守し、管理運営を効率的に行うための適正な人数の職員を配置すること。 

イ　責任者を 1名配置し、職員の勤務形態は施設の管理運営に支障がないよう定めること。 

ウ　総湯の受付業務には常時 1名以上配置すること。 

エ　総湯に防火管理者を配置すること。 

オ　職員に対して施設の運営に必要な研修を実施すること。 

カ　職員の体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者の要望に応え

られるものとすること。 

２　指定管理者が行う業務の範囲 

(1)　施設の利用に関する業務 

ア　施設の利用申込みの受付、利用の許可及び利用料の徴収（インボイス制度対応を含む。） 

イ　定期利用券・期間利用券及び回数券の作成・販売及び収入の業務（インボイス制度対応を含

む。） 

ウ　附帯設備の管理、操作説明等の業務 

(2)　施設の受付・案内業務 

ア　施設利用の受付案内業務 

イ　郵便等の受付 

ウ　その他受付業務に関連する業務 

(3)　施設等の維持管理及び修繕 

ア　日常清掃（施設内及び駐車場等における日常的に必要な清掃業務） 

イ　定期清掃（ガラス清掃、除草など定期的に必要な清掃業務） 

ウ　設備の保守点検業務（保守点検等に係る詳細は別表２のとおりとする。） 

エ　施設内の機器類の保守点検 

オ　備品の管理 

カ　施設の小破修繕 

　(4)　施設内への自動販売機等の設置及び維持管理業務 

(5)　管理に関する経理業務 

ア　維持管理経費（光熱水費等）及び通信運搬費（電話料）の支払い業務 

イ　市からの指定管理料経費 

ウ　その他施設管理運営に必要となる経理業務 

(6)　総合的な管理に関する業務 

ア　防火・防災に関する防災計画の作成、訓練の実施 

イ　防犯対策の実施 

ウ　防火管理者の配置 

エ　地域・住民との連携 

　オ　災害時における雛所 

(7)　利用者のサービス提供に資する事業に関する業務（自主事業等） 

(8)　指定管理者が行うモニタリング 

公の施設を管理運営する者として、指定管理者が自ら進んで行う。指定管理者が、定期的に

利用者の満足度調査、アンケート調査等を実施し、利用者からの苦情・要望等を把握し、施設

の管理に関する問題点等について改善を行うこと。 

ただし、当該調査等の実施については、事前に市と協議を行うとともに、実施結果についても

市に報告すること。 



(9)　親水広場の管理に関する業務（詳細は別表３のとおりとする。） 

ア　大雨時や柴山潟氾濫注意水位時等における、総湯公園敷地内湖畔遊歩道の施錠及び立入禁

止の案内 

イ　総湯公園敷地内湖畔遊歩道の清掃 

(10)　その他必要な業務 

ア　視察対応業務 

(ｱ)　各種統計等資料の作成、調査、管理業務の実施状況の回答 

(ｲ)　その他施設の管理に必要と認められる業務 

イ　広報に関する業務 

(ｱ)　情報誌や専門誌等への情報発信業務 

(ｲ)　新聞・テレビ・雑誌等マスコミの対応に関する業務 

 

３　指定期間 

令和 9年 4月 1日から令和 14 年 3 月 31 日までとする。 

 

４　法令等の遵守 

総湯公園の管理にあたっては、本仕様書のほか次の各項に掲げる法令、またその他管理運営に適

用される法令に基づくものとする。 

(1)　地方自治法（昭和 22年法律第 67 号） 

(2)　地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号） 

(3)　加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 17年加賀市条例第 71号） 

(4)　加賀市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成 17 年加賀市規則第

39 号） 

(5)　加賀片山津温泉総湯公園条例（平成 22年加賀市条例第 46号） 

(6)　加賀片山津温泉総湯の利用時間等を定める規則（平成 25年加賀市規則第 23号） 

(7)　加賀市行政財産使用料条例（平成 17 年加賀市条例第 81 号） 

(8)　個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号） 

(9)　個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号） 

(10)　個人情報の保護に関する法律施行規則（平成 28年個人情報保護委員会規則第 3号） 

(11)　加賀市暴力団排除条例（平成 24 年加賀市条例第１号） 

(12)　加賀市情報公開条例（平成 17年加賀市条例第 16 号） 

(13)　加賀市公の施設の使用料に関する運用規則（平成17年加賀市規則第49号） 

(14)　加賀市情報セキュリティに関する規程（令和 3年 4月 30 日訓令・教育委員会訓令・選挙管

理委員会訓令・監査委員訓令・公平委員会訓令・農業委員会訓令・固定資産評価審査委員会

訓令・病院事業訓令・消防本部訓令・議会訓令第 1号）他加賀市情報セキュリティ対策基準

及び実施手順 

(15)　公衆浴場法（昭和 23年法律第 139 号） 

本協定期間中に上記に規定する法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

 

５　個人情報の保護 

　指定管理者は、個人情報の保護に関する法律及び同法に基づく規定により総湯公園の管理を行

うにあたって取り扱う個人情報については、適正な取り扱いの義務が課せられる。 

 

６　管理経費等について 

総湯公園の管理経費は、利用料金収入及び指定管理料並びにその他収入による。 

(1)　収入について 

ア　利用料金収入（加賀片山津温泉総湯公園条例に規定する利用料金は、指定管理者　の収入

とする。） 

イ　指定管理料 

加賀市は、必要と認める管理経費に相当する金額を指定管理料として支払うものとする。

ただし、当該年度の予算額を限度とする。 

加賀片山津温泉総湯公園条例別表 2で定める利用料金の額を、消費税率の引上げや使用料

の見直し等に伴い、改定する方針を市が定めた場合には、改定後の利用料金で積算した収入

に基づき、改めて協議することとする。 

ウ　その他の収入 

(ｱ)　自主事業の展開による収入（例：イベント等の参加料、物品等の販売収入等） 

(ｲ)　市の主催、共催事業、また政策的理由から利用料金を減免とした分については、指定管

理者より請求があり、市長が必要と認めた場合は減免対象相当分を支払うものとする。 

(2)　支出について 

ア　管理経費 

総湯公園の管理に係る全ての費用は、指定管理料、利用料金並びにその他の収入をもっ

て充てるものとする。 

イ　その他の経費 

(ｱ)　1 件あたり 10 万円未満の施設及び備品の修繕は、指定管理者の負担とする。 

ただし、1件あたり 10 万円以上の修繕費が見込まれる場合は、加賀市及び指定管理者

との間で協議のうえ決定する。 

(ｲ)　施設の設置目的の効果を増す工事費等は、原則として、全額、市の負担とする。ただ

し、発注方法等については、市と指定管理者の間で協議のうえ決定する。 

(ｳ)　加賀片山津温泉総湯公園条例の規定により、親水広場において市長の許可を得なけれ

ばならない行為に関しては、市が使用料を徴収する。 

(ｴ)　施設の行政財産の目的外使用は、市が加賀市行政財産使用料条例に基づき使用料を徴

収する。 

 

７　指定期間終了にあたっての引継業務 



　指定期間終了時には、次期指定管理者が円滑かつ支障なく総湯公園の業務を遂行できるよう引

継ぎを行うこと。 

 

８　物品等の帰属等 

(1)　現に使用中の市所有の備品等については、無償で貸与する。 

(2)  指定管理者は、備品等を善良な管理者の注意義務をもって保管し、又は使用し、管理するこ

と。 

(3)　指定管理者は、市の所有に属する物品については、加賀市財務規則（平成 17年加賀市規則第

35 号）及び関係例規の管理の原則及び分類に基づいて管理するものとする。また、指定管理者

は同規則に定められた備品台帳等を備えて、その保管にかかる物品を整理し、購入及び廃棄等

の異動について定期的に市に報告するものとする。 

(4)　施設の管理及び業務を行う上で必要であり、指定管理者が指定期間中に、市が指示又は市が

了承したうえで、指定管理料により購入した物品については、基本的に市の所有に属するもの

とする。 

 

９　留意事項 

(1)　業務を実施するにあたっての留意事項 

ア　加賀市内にある他の市民利用施設との連携を図った運営を行うこと。 

イ　指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は、市と協議を行う

こと。 

ウ　加賀市の指定管理者制度の基本的な考え方や標準的な手続きについては、加賀市指定管理

者制度運用ガイドラインを参照すること。 

エ　所定以外の家具・什器・備品類の設置や貼紙・サイン類の掲示はしないこと。 

オ　指定管理者が施設の修繕、家具・什器・備品の購入、新規サイン類の設置等を行う場合、

施設全体を統一する意匠コンセプトに十分配慮し、事前に加賀市と協議すること。 

カ　各種規定がない場合は、市の諸規定に準じて、あるいはその精神に基づき業務を実施する

こと。 

キ　災害時には地域防災に関わる施設としての役割を果たすこと。また利用者の安全を確保す

るため、適切な防災・安全対策を講じるものとし、地震などの災害や事件などの危機事象発

生時においては、加賀市をはじめ、警察・消防・自衛隊等と連携をとりながら適切に対応で

きるよう、万全の危機管理体制を確立すること。 

ク　指定管理者は、施設内の定期的な消毒や入館者への手指消毒の励行など、感染症の拡大防

止対策に努めること。また、国・県・市から感染拡大防止に関する通知が発出された場合は、

これに従うこと。 

ケ　その他、仕様書に記載のない事項については市と協議を行うこと。 

 

(2)　業務報告及び事業報告の提出 

ア　下記の内容について、協定期間の事業終了後 30 日以内に、事業報告書を提出すること。た

だし、(ｳ)・(ｴ)・(ｵ)の事業報告書を毎月終了後、翌月の 10日までに、(ｶ)については、四半

期終了後 30日以内に事業報告書を提出すること。 

(ｱ)　管理運営の体制 

(ｲ)　管理業務の実施状況 

(ｳ)　利用者数（減免者数含む）の実績 

(ｴ)　使用拒否の件数と理由 

(ｵ)　利用料金の収入の状況 

(ｶ)　管理に係る経費の収支状況  

イ　必要に応じ、上記(ｱ)から(ｶ)以外について報告を求めることがある。 

ウ　指定管理者より提出された業務及び事業報告書その他の書類は、加賀市情報公開条例に基

づく情報公開の対象となるほか、市が必要と認めた場合は、その全部又は一部を公表する。 

(3)　事故・故障等異常時の措置 

施設内において、事故又は故障が発生したときは、加賀市役所観光課（施設担当課）に報告

し、指示を受け必要な措置を講ずるものとする。ただし、緊急を要する場合、又は軽微な事故・

故障の場合は、指定管理者において必要な措置を講ずるものとする。 

(4)　立入検査について 

市は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うことができるものとする。 

(5)　市が行うモニタリング 

ア　定期モニタリング 

指定管理者が提出する月毎や四半期毎などの定期報告に対し、問題点や改善点等がない

かチェックするために定期モニタリング行う。具体的な実施方法については、各施設の特

性に合わせて適宜所管課において調整する。 

イ　随時モニタリング 

確認された問題や、突発的に施設で発生した問題点、施設・設備の破損・紛失状況等の

確認、市民からの苦情等を解決するためなど、実地調査等をその都度行う。 

(6)　指定管理者の評価の実施 

市は、指定管理者の評価を実施し、業務の改善や更なる工夫につなげ、施設の管理運営に活

かす。適切なサービス水準が達成されたか、どのような問題があったかなど、「市民にサービ

スを提供する」という視点から検証を行ない、改善、是正の手段をとる。また、評価内容・結

果については、市は公開できるものとする。 

(7)　その他 

ア　緊急時対策、防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員に指導を行うこと。 

また、施設内に設定された AED（自動体外式除細動器）の運用に支障がないよう管理を行い、

職員に研修を受けさせるなど、利用者の救命に係る適切な措置を講じること。 

イ　個人情報保護の体制をとり、徹底を図ること。 

ウ　地域住民・観光客・利用者の意見等を施設の運営に取り入れるよう努めること。 



エ　アンケート調査や意見箱の設置など、利用者のニーズの把握に努め、要望・不平等の把握

とその対応策について、月毎に集計し翌月の末日までに報告すること。 

オ　広報かがの「施設ガイド」欄等への施設の周知記事は、無料で掲載することができる。た

だし、編集・掲載の可否等全ての掲載に関する権限は、市広報担当課が有する。 

 

１０　協　議 

　　　この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、指定管理者と市が協議して定めるもの

とする。 



別表１　加賀片山津温泉総湯公園 施設の概要 

 

※　親水広場の一部に設置の「石川県大聖寺警察署片山津交番」については、指定管理者の管理

運営の範疇から除くものとする。

  

総湯

 

１．建物の面積　 593.21 ㎡（延床面積 1079.69 ㎡） 

 

２．建物の構造　 鉄筋コンクリート造・鉄骨造／地上２階地下 2 階 

 

３．施設の概要 

 

1 階　　　　516.02 ㎡　浴室、脱衣室(トイレ)、受付番台、 

湯上りラウンジ、エントランスホール 

 

２階　　　　209.24 ㎡　まちカフェ、厨房カウンター、トイレ 

（他に、浴室屋上部分の屋外テラス） 

 

地下 1 階　 171.91 ㎡　事務室、休憩室、倉庫、身障者用トイレ 

 

地下 2 階　 182.52 ㎡　電気室、機械室、ポンプ室 

 

その他施設　　　　　　　エレベーター、階段 

  

親水広場

 

１．面積 10,625 ㎡ 

 

①　森　　　　　1,270 ㎡　 針葉樹高木９本、常緑広葉樹高木 60 本、 

落葉広葉樹高木 27 本、常緑広葉樹低木 1 本、 

常緑灌木 934 株、落葉灌木 740 株、 

地被・その他 2,000 株、芝 782 ㎡ 

 

②　芝生・植栽　5,015 ㎡　 針葉樹高木 15 本、常緑広葉樹高木 76 本、 

落葉広葉樹高木 44 本、常緑広葉樹低木 1 本、 

常緑灌木 2,102 株、落葉灌木 388 株、 

地被・その他 4,216 株、芝 3,020 ㎡ 

 

③　駐車場　　　1,969 ㎡　 55 台分、通路含む 

 

④　その他　　　2,371 ㎡　 船着場、湖畔遊歩道、階段、スロープ、 

駐輪場 等 



別表２　加賀片山津温泉総湯公園 管理保守点検業務 

 区分 項目 必要管理事項 頻　　　度

 総湯建物 清掃 ・施設内の日常的な整理整頓 等 毎日

 ・浴槽、洗い場、脱衣室、番台、 毎日

 エントランス、番台、トイレ、

 ２階観光交流施設 等の清掃

 ・窓ガラス（外・内面）の簡易清掃 随時

 ・窓ガラス（外・内面）の集中清掃 年 ４回以上

 ・施設全体の集中清掃 年 １回以上

 保守点検
・消防用設備保守点検

機器 年２回以上

 総合 年１回以上

 

・空調設備保守点検
分解洗浄、点検調整 

年 ２回以上

 

・空調、冷蔵・冷凍機器の日常・定期点検

毎日 年 4 回以上 

※「フロン排出抑制法」

に基づき実施すること

 ・給湯設備保守点検 毎日点検

 給湯配管一式、給湯槽一式、給湯ポンプ 洗浄 年１回以上

 ・温泉設備保守点検 毎日点検

 温泉配管一式、温泉槽一式、源泉ポンプ 洗浄 年１回以上

 ・給水設備保守点検 毎日点検

 給水配管一式、受水槽一式、給水ポンプ 洗浄 年１回以上

 ・風呂濾過設備保守点検 毎日点検

 濾過配管一式、濾過ポンプ、熱交換器 消毒 週１回以上

 滅菌器 洗浄 日１回以上

 ・電気設備保守点検 年 ６回以上

 
・熱交換設備保守点検

年 ６回以上

 必要に応じて分解洗浄

 水質検査 ・レジオネラ菌検査 年 ２回以上

 親水広場 清掃 ・日常的に清掃 毎日

 総湯植栽 除草 ・樹木下草 年 2 回以上

 ・除草剤散布 年 1 回以上

 刈り込み ・芝の刈り込み 年 5 回以上

 施肥 ・肥料散布 年 2 回以上

 目土散布 ・3mm 年 1 回以上

 病虫害防除 ・薬剤散布 年 2 回以上

 芝管理 ・殺菌剤散布 年 １回

 ・芝生更新 年 １回

 潅水管理 夏期 10 回程度

 点検補修 ・舗装箇所の破損点検、補修 随時

 ・工作物の破損点検、補修

 高木剪定 年 1 回以上
 低木刈り込み 年 2 回以上



別表３　親水広場の管理に関する業務 

 

 ①　総湯公園敷地内の湖畔遊歩道の大雨時、柴山潟氾濫注意水位時の施錠、立入禁止案内
  

大雨注意報、大雨警報が発令された場合又は、柴山潟の水位が氾濫注意水位（T.P0.8）を超

えた場合については、チェーンなどを遊歩道入り口にかけ、関係者以外の立ち入りを禁止し、

安全を確保する。

 

 ②　総湯公園敷地内の湖畔遊歩道の清掃
  

親水広場内の湖畔遊歩道について、清掃をする。


